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補
聴
器
な
ど
を
使
用
し
て
い
な
い

軽
度
難
聴
の
高
齢
者
の
方
な
ど
が
、

窓
口
で
安
心
し
て
相
談
や
手
続
き
が

で
き
る
よ
う
、
軟
骨
伝
導
イ
ヤ
ホ
ン
を

導
入
し
ま
し
た
。

　
軟
骨
伝
導
イ
ヤ
ホ
ン
は
、
耳
付
近
の

軟
骨
を
振
動
さ
せ
て
音
を
伝
え
る
も
の

で
、
イ
ヤ
ホ
ン
を
軽
く
耳
に
当
て
る
だ

け
で
音
が
聞
こ
え
ま
す
。
そ
の
た
め
、

小
声
で
会
話
が
で
き
る
こ
と
に
よ
り
個

人
情
報
を
周
囲
に
聞
か
れ
る
リ
ス
ク
が

軽
減
で
き
る
ほ
か
、
耳
に
直
接
差
し
込

ま
な
い
た
め
、
簡
単
な
消
毒
に
よ
り
清

潔
に
利
用
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

　
健
康
福
祉
課
⑦
番
窓
口
に
設
置
し

て
い
ま
す
の
で
、
来
庁
時
窓
口
等
で
必

要
な
方
は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
高
齢
者
支
援
Ｇ
　

　
☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

　
骨
折
し
に
く
い
丈
夫
な
骨
を
作
る
た

め
、
骨
粗
し
ょ
う
症
の
予
防
に
つ
い
て
、

正
し
い
知
識
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

○
日
時
　
３
月
15
日
㈯

　
午
前
10
時
～
午
前
11
時
30
分

○
受
付
時
間

　
午
前
９
時
45
分
～
午
前
10
時

○
会
場
　
五
霞
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

○
対
象
者
　
女
性
（
年
齢
制
限
な
し
）

○	

定
員
　
30
名
（
申
込
先
着
順
と
な

り
ま
す)

○
内
容

・
骨
密
度
測
定
、
測
定
結
果
の
見
方

・
食
事

・
骨
を
強
く
す
る
運
動

※�

保
健
師
、
管
理
栄
養
士
、
健
康
運
動

実
践
指
導
者
が
担
当
し
ま
す
。

○
申
込
受
付
期
限
・
方
法

・
３
月
11
日
㈫
午
後
５
時
ま
で

・�

電
話
ま
た
は
健
康
福
祉
課
⑤
番
窓

口
で
の
受
付

○
持
ち
物

・
筆
記
用
具

・
動
き
や
す
い
服
装
・
上
履
き

・
フ
ェ
イ
ス
タ
オ
ル

・
飲
み
物

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
健
康
支
援
室

　
☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

　
令
和
6
年
中
の
所
得
に
お
け
る
確

定
申
告
の
期
日
は
、
３
月
17
日
㈪
ま
で

で
す
。
ま
だ
お
済
み
で
な
い
方
は
、
必

ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
申
告
が
必
要
な
方
の
例

○
給
与
所
得
が
あ
る
方

・�

給
与
の
収
入
金
額
が
２
千
万
円
を

超
え
る
方

・�

給
与
を
１
か
所
か
ら
受
け
て
い
て
、

か
つ
、
そ
の
給
与
の
全
部
が
源
泉
徴

収
の
対
象
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、

各
種
の
所
得
金
額
（
給
与
所
得
、
退

職
所
得
を
除
く
）
の
合
計
額
が
20
万

円
を
超
え
る
方

・�

給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け
て
い

て
、
か
つ
、
そ
の
給
与
の
全
部
が
源

泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
場
合
に
お

い
て
、
年
末
調
整
を
さ
れ
な
か
っ
た

給
与
の
収
入
金
額
と
、
各
種
の
所
得

金
額
（
給
与
所
得
、
退
職
所
得
を
除

く
）
と
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え

る
方

○
公
的
年
金
等
の
雑
所
得
の
み
の
方

　�

公
的
年
金
等
雑
所
得
の
み
で
、
公

的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の
金
額

か
ら
所
得
控
除
を
差
し
引
く
と
残

額
が
あ
る
方(

年
金
所
得
者
に
係
る

確
定
申
告
不
要
制
度
が
あ
り
ま
す)

○
退
職
所
得
が
あ
る
方

　�

外
国
企
業
か
ら
受
け
取
っ
た
退
職

金
な
ど
、
源
泉
徴
収
さ
れ
な
い
も
の

が
あ
る
方

※�

退
職
金
な
ど
の
支
払
者
に
『
退
職

所
得
の
受
給
に
関
す
る
申
告
書
』

を
提
出
し
た
場
合
、
一
般
的
に
、
退

職
所
得
に
係
る
所
得
税
等
は
源
泉

徴
収
に
よ
り
課
税
が
済
む
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
申
告
書
の
提
出
は

不
要
で
す
。
た
だ
し
、
退
職
所
得
の

あ
る
方
が
確
定
申
告
書
を
提
出
す

る
場
合
は
、
退
職
所
得
を
含
め
て
申

告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

無
申
告
に
よ
っ
て
起
き
る
問
題

○�

申
告
義
務
者
が
申
告
を
せ
ず
、
後

に
所
得
等
が
判
明
す
る
と
、
さ
か
の

ぼ
っ
て
課
税
さ
れ
加
算
税
や
延
滞

税
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○�

前
年
所
得
を
算
定
の
基
礎
と
す
る
税

（
町
県
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
等
）

の
正
確
な
課
税
が
で
き
ま
せ
ん
。

○�

所
得
証
明
書
等
の
交
付
が
で
き
な

い
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き
に
支

障
を
き
た
し
ま
す
。

○�

所
得
判
定
を
要
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
行

政
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
所
得
の
申
告
は
義
務
付
け
ら
れ
て

お
り
、
無
申
告
で
あ
る
場
合
の
不
利

益
は
本
人
だ
け
で
な
く
、
ご
家
族
（
世

帯
員
）
へ
も
お
よ
ぶ
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
申
告
義
務
の
あ
る
方
は
、
必
ず
所

得
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

軟
骨
伝
導
イ
ヤ
ホ
ン
を
導
入

女
性
の
健
康
講
座
「
骨
粗
し
ょ

う
症
予
防
教
室
」
を
開
催

町
で
の
所
得
の
確
定
申
告

は
３
月
17
日
ま
で




